
コンプライアンス

基本的な考え方

　JSRグループは、国内外グループ各社の役員・従業員を

対象に企業倫理意識調査を毎年行い、企業倫理上の課題

の把握と改善に努めています。調査結果は、企業倫理委

員会での報告を経て役員会議に報告されます。その後、

社内イントラネットに、調査結果の概要とそこから抽出さ

れた課題、またそれらについて説明した担当役員のメッ

セージを掲載し、従業員にフィードバックしています。海外

グループ会社においては、現地の文化などを踏まえた方

法で、ローカルスタッフを含む従業員の企業倫理や法令

遵守の意識強化を図っている例もあります。

　JSRグループでは「企業倫理ホットライン」という名称の

内部通報制度を導入しています。社内イントラネットやウェ

ブ版社内報のトップページにホットラインへのアクセス先

を掲載・掲示するなど、適宜、窓口の存在を周知するとと

もに、通報の秘密厳守と通報者の不利益となる取り扱い

禁止を徹底し、信頼度の向上に努めています。日本語・英

語・中国語・韓国語・タイ語・インドネシア語に対応可能な

社外専門機関による窓口も設けており、海外の従業員も

利用しやすい体制を構築しています。社外ホットライン窓

口への通報は常勤監査役にも同報される仕組みとなって

おり、これにより経営陣からの独立性を確保しています。

　個々の通報案件については、該当する会社の企業倫理

委員会事務局が、関係部門に対して事実関係の調査を要

請します。その報告を踏まえ、対策案を協議・決定したう

えで対策を講じ、その結果をフォローします。フィードバッ

クを希望する通報者へは、一連の対応状況とその結果を、

通報を受けた窓口から連絡しています。

　定期的な取引関係にあるお取引先様向けに、「サプライ

ヤーホットライン」という名称の通報制度を導入しています。

　これは、取引における法律違反や企業倫理違反もしくは

疑わしい行為を早期に発見して解決するために、お取引先

様からの通報を受け付ける窓口です。窓口業務は従業員

向けホットラインと同じ社外の専門機関に委託し、通報の

秘密厳守と通報者の不利益となる取り扱い禁止を徹底す

ることで、信頼度の向上に努めています。

※ 企業理念体系：企業理念、経営方針、行動指針を企業理念体系としています。

　JSRグループでは、国内外のグループ各社が一体となっ

て企業倫理活動の推進を図っています。そのために、企業

理念体系※を反映した、グローバル共通の具体的なガイド

ラインとして、「JSRグループ企業倫理要綱」を制定してい

ます。

　これは、グループ各社が経営方針「ステークホルダーへ

の責任」を果たしながら企業活動を展開するために、各社

の役員と従業員（社員、嘱託社員、契約社員、パート社員、

派遣社員）の一人ひとりが遵守すべき行動規範です。当社

グループは、グループ各社の役員・従業員にこの行動規

範に反する行為を行うことはさせません。また、当社グ

ループは、役員や従業員がこの行動規範に反する行為を

命じられるようなことがあった場合に、当人がその実行を

拒んだことで不利益を被るような扱いをしません。

　ステークホルダーと良好な関係を築き、信頼さ
れ、必要とされる企業市民となることを目指してい
ます。法令を遵守することは当然のこととして、経
営方針「ステークホルダーへの責任」を果たすため
に企業倫理を実践します。

JSRグループ企業倫理要綱

企業倫理活動
（1）企業倫理意識調査

①従業員向けホットライン

②サプライヤーホットライン

（2）ホットライン（内部通報制度）

内部通報があった場合の流れ

通報者

通報

ホットライン窓口（社内）（社外）

JSR企業倫理委員会委員長、事務局長

通報内容に関係する部門またはグループ会社

調査・是正措置の指示

通報の報告 調査・対策の報告

調査・対策の報告

フィードバック

https://www.jsr.co.jp/sustainability/governance/compliance.shtml
詳細は、サステナビリティサイトをご参照ください。
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　JSRグループは、高度情報通信社会における個人情報

保護の重要性を認識し、「個人情報の保護に関する法律」

に基づいてプライバシー・ポリシーおよび個人情報取扱規

程を定めています。あわせて、マイナンバー制度に対応す

るため特定個人情報取扱規程を定めています。

　これらの規程のなかで、関連法令およびプライバシー・

ポリシーに基づき、特定個人情報などの「取得」、「保管」、

「利用」、「提供」、「開示、訂正、利用停止」、「廃棄」の各段

階における留意事項および安全管理措置について定め、

特定個人情報などの適正な取り扱いを確保しています。

また、GDPR（EU一般データ保護法）の保護対象となる個

人データを取り扱うグループ会社に対して、対象個人デー

タの取得・処理・移転にあたってGDPR遵守体制を構築・

運用するためのサポートを行っています。

　JSRグループでは、主にライフサイエンス事業に関連し

て、人を対象とする生命科学・医学系研究を実施していま

す。実施にあたっては各国の法令・規制を遵守しています。

また、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合同指針

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指

　JSRグループ各社は、法令遵守の体制の基礎となる法

令遵守規程を定めています。そのうえで、法令遵守を確実

にするため、遵法状況の確認および改善を定期的に実施

し、また、法務教育により法令内容の周知・啓発やコンプ

ライアンス意識の浸透を図っています。業務を執行するう

えで特に重要な法令については、個別の遵法体制を構築

するなど、重点的な対応を行っています。

　JSRでは、すべての役員、従業員などが、業務遂行にあ

たって日本の不正競争防止法、米国の連邦海外腐敗行為

防止法（the U.S. Foreign Corrupt Practices Act）、英

国の贈収賄防止法（the U.K. Bribery Act）、その他の腐

敗防止関連法令を遵守するために必要な事項を定めた、

「贈賄防止に関する基本方針」「腐敗防止関連法令の遵守

に関する規程」「贈答・接待に関する基準」を制定していま

す。また、各国の独占禁止法（競争法）を遵守するために必

要な事項を定めた、「独占禁止法遵守に関する規則」「米国

競争法遵守に関する規則」「EU競争法遵守に関する規則」

「韓国公正取引法遵守に関する規則」を制定しています。

法令遵守への取り組み 個人情報保護への取り組み

生命倫理への取り組み

贈収賄防止、不正競争防止への取り組み

針」に基づき、本指針に該当するJSRおよび医学生物学研

究所（MBL）で必要な社内規程を定めるとともに、研究内

容を倫理的、社会的観点から審査するため、社内外の委員

から構成される倫理審査委員会を設置しています。該当

する研究は、この委員会において審査・承認された研究計

画に基づいて実施されます。さらに、このような研究に関

係する従業員を対象に、生命倫理に関する教育研修を行

い、適正な研究の推進に努めています。

　また、JSRグループでは、医薬品の開発支援に取り組む

中で、各国の法令・規制を遵守した、適正な動物実験の実

施に努めています。各社で法令等に準拠した社内規程を

定め、動物実験委員会を設置・運営しています。動物実験

委員会では、3Rの原則（Replacement：代替法の活用、

Reduction：使用数の削減、Refinement：苦痛の軽減）を

含む動物福祉、動物倫理および科学的な観点から厳正な

審査を行い、適正に動物実験を管理しています。さらに、

グループ企業のCrown Bioscience Internationalで

は、米国、中国の拠点において、国際的な第三者評価機関

であるAAALACインターナショナルの認証を取得してい

ます。
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